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本
年
十
月
二
十
四
日
に
行
わ
れ
た
高
市
内
閣
総
理
大
臣
の
演
説
で
は
、
「
経
営
難
が
深
刻
化
す
る
医
療
機
関
や
介
護
施
設
へ

の
支
援
な
ど
も
、
急
を
要
し
ま
す
。
」
、
ま
た
、
「
国
民
の
皆
様
の
い
の
ち
を
守
り
、
安
心
し
て
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て

い
た
だ
く
た
め
に
も
、
赤
字
に
苦
し
む
医
療
機
関
や
介
護
施
設
へ
の
対
応
は
待
っ
た
な
し
で
す
。
診
療
報
酬
・
介
護
報
酬
に
つ

い
て
は
、
賃
上
げ
・
物
価
高
を
適
切
に
反
映
さ
せ
て
い
き
ま
す
が
、
報
酬
改
定
の
時
期
を
待
た
ず
、
経
営
の
改
善
及
び
従
業
者

の
処
遇
改
善
に
つ
な
が
る
補
助
金
を
措
置
し
て
、
効
果
を
前
倒
し
し
ま
す
。
」
と
の
発
言
が
あ
り
ま
し
た
。 

 

そ
こ
で
、
以
下
の
と
お
り
質
問
し
ま
す
。 

一 

演
説
で
総
理
が
言
及
さ
れ
た
「
経
営
難
が
深
刻
化
す
る
医
療
機
関
や
介
護
施
設
へ
の
支
援
」
に
は
、
病
院
と
診
療
所
の
両

方
の
支
援
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
か
。
も
し
、
病
院
の
み
、
あ
る
い
は
診
療
所
の
み
で
あ
れ
ば
、
そ
の
理
由
を
示
し
て
く
だ
さ

い
。 

二 

第
百
二
十
回
社
会
保
障
審
議
会
医
療
部
会
（
本
年
十
月
二
十
七
日
開
催
）
で
示
さ
れ
た
、
医
療
法
人
経
営
情
報
デ
ー
タ
ベ

ー
ス
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
施
設
別
の
経
営
情
報
に
も
と
づ
く
資
料
に
よ
れ
ば
、
経
常
収
支
に
つ
い
て
、
病
院
の
約
五
割
、
無

床
診
療
所
の
三
割
強
、
有
床
診
療
所
の
約
四
割
が
赤
字
と
な
っ
て
い
る
状
況
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
公
益
社
団
法
人



 

２ 

 

日
本
医
師
会
が
公
表
し
た
「
令
和
七
年
病
院
の
緊
急
経
営
調
査
結
果

令
和
五
年
度
、
六
年
度
実
態
報
告

」
に
よ
れ
ば
、

医
療
機
関
の
経
常
利
益
に
つ
い
て
、
病
院
で
は
約
六
割
、
診
療
所
で
は
約
四
割
が
赤
字
で
あ
る
と
い
う
実
態
が
示
さ
れ
て
い

ま
す
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
病
院
の
経
営
難
の
現
状
及
び
診
療
所
の
経
営
難
の
現
状
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
政
府
の
見
解

を
示
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

右
質
問
す
る
。 


